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F-111 リバスチグミン、ガランタミン臭化水素酸塩及びメマンチン塩酸塩

の算定について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 次の傷病名に対するリバスチグミン（リバスタッチパッチ）、ガランタ

ミン臭化水素酸塩（レミニール錠）及びメマンチン塩酸塩（メマリー錠）

の算定は、原則として認められない。 

 ⑴ レビー小体型認知症 

 ⑵ 脳血管性型認知症 

 ⑶ 老年性認知症 

 ⑷ 若年性認知症 

 ⑸ 認知症 

 ⑹ 統合失調症 

 ⑺ パーキンソン病、パーキンソン症候群 

 

○ 取扱いの根拠 

 リバスチグミン（リバスタッチパッチ）とガランタミン臭化水素酸塩（レ

ミニール錠）の添付文書の効能・効果は、「軽度及び中等度のアルツハイ

マー型認知症における認知症症状の進行抑制」であり、メマンチン塩酸塩

（メマリー錠）の効能・効果は、「中等度及び高度アルツハイマー型認知

症における認知症症状の進行抑制」である。また、効能・効果に関連する

注意に「アルツハイマー型認知症以外の認知症性疾患において有効性は確

認されていない」と記載されている。 

 上記記載より、アルツハイマー型認知症以外の傷病名に対する有用性は

低いと考える。 

 なお、老年性認知症、若年性認知症、認知症という包括的な傷病名の一

部には、アルツハイマー型及びレビー小体型が一定数あると考えられるが、

傷病名としては不適切と考えられる。 

 以上のことから、上記⑴から⑺の傷病名に対するリバスチグミン（リバ

スタッチパッチ）、ガランタミン臭化水素酸塩（レミニール錠）及びメマ

ンチン塩酸塩（メマリー錠）の算定は、原則として認められないと判断し

た。 


